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　統一地方選挙では、熊本県議会議員一般選挙は熊本県選挙管
理委員会が管理執行し、合志市議会議員選挙は合志市選挙管理
委員会が管理執行します。
　今回は、４月26日（日）に投票となる「合志市議会議員一般
選挙」の立候補などに関する説明と立候補予定者説明会の日程
についてご案内します。

合志市議会議員への立候補制度

■被選挙権（立候補できる人）
　満25歳以上で、合志市議会議員選挙の選挙権を持っている人
■任期
　現在の議員の任期が満了となる４月30日の翌日（５月１日）から４年間
■立候補における供託
　立候補の届出には、候補者ごとに30万円の供託金が必要です。
■立候補の届出
　合志市議会議員一般選挙の告示日（４月19日）に受け付けを行ないます。下記のとおり
事前に説明会を行ないますので、立候補を予定している人は必ずご出席ください。

選挙運動の費用と合志市議会議員の選挙公営制度

■選挙運動の費用
　お金を持っている人が有利にならないよう、また、お金のかからない選挙となるよう、
選挙運動の支出に最高限度額を定める制度が法律により設けられています。
　また、選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営の制度があります。選挙運動の費
用の内容は、収支報告書によって提出する必要があります。
■選挙公営制度
　合志市議会議員一般選挙における、選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営の制
度については条例で定められており、次のものが該当します。ただし、枚数・金額ともに上
限が決められています。
　　選挙公報の発行、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターの作成費用
　　選挙運動用ハガキの郵送料、選挙運動用自動車のリース代、運転手、燃料代

インターネットなどを利用した選挙運動

　公職選挙法が改正され、平成25年の参議院選挙から、選挙運動期間中（告示日から投票
日前日までの期間）でもホームページ、ブログ、フェイスブック、ＬＩＮＥ、動画中継サイ
トなどを利用した選挙運動を行なうことができるようになりました。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
※インターネットなどを利用した選挙運動が解禁されたものであり、インターネットなど
での投票はできませんのでご注意ください。

（1）合志市以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
　合志市選挙管理委員会に、直接または郵便などで投票用紙など必要な書類を請求し、
どこで投票したいかを伝えます。交付された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町
村の選挙管理委員会に出向いて投票を行ないます。（平日の午前８時30分～午後５時）
※不在者投票が投票日当日の指定時間までに投票所へ到着しなかった場合、その投票は無
効となります。郵送期間を見越した早めの手続きが必要です。

（2）指定病院などでの不在者投票
　手続きは（1）とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長などを
通して請求し、投票は病院長などの管理する場所で行ないます。
※「指定病院など」とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票
のために指定した病院・老人ホームなどです。

合志市議会議員一般選挙「立候補予定者説明会」
と　き　　３月20日（金）　午後2時～　
ところ　　合志庁舎　２階大会議室
・各種届出書類の説明、選挙公営制度、選挙運動の制限などについて説明します。
・立候補を予定している人は必ずご出席ください。（１候補者につき３人以内）
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選挙当日、投票に行けない人のための制度

不在者投票
仕事や旅行などで選挙期間中に

合志市以外の市区町村に滞在し

ている人は、滞在先市区町村の

選挙管理委員会で不在者投票が

できます。また、指定病院など

に入院している人は、その施設

内で不在者投票ができます。

期日前投票
投票日に仕事や旅行、レジャー、

冠婚葬祭などの用務があるなど、

一定の事由があると見込まれる

選挙人は、期日前投票所で期日

前投票ができます。

　事前に「郵便等投
票証明書」の交付を
受ける必要がありま
す。交付を申請でき
る人は右表に該当す
る人です。

郵便等投票における代理記載制度
　郵便等投票ができる人のうち、自
ら投票の記載をすることができず右
表に該当する人は、あらかじめ市選
挙管理委員会に届け出た代理記載
人１人（選挙権のある人に限る）に
投票に関する記載をさせることがで
きます。
※郵便などによる不在者投票を行なうための手続きには２週間程度かかりますので、早め
の手続きが必要です。

■投票できる期間
　告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
　・県議会議員一般選挙　４月４日（土）～４月11日（土）
　・市議会議員一般選挙　４月20日（月）～４月25日（土）
■投票時間
　午前８時30分～午後８時（期間中は土・日曜日も実施）
■期日前投票所
　市役所合志庁舎と西合志庁舎の２カ所のどちらでも投票できます。

郵便などによる
不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳

を持つ人で一定の障がいのある

人、または介護保険の被保険者

証の要介護区分が「要介護５」

の人は、自宅などで投票用紙に

記入し、郵便などにより不在者

投票ができます。

●問い合わせ先　市選挙管理委員会事務局（合志庁舎　総務課内）☎248̶1112
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